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平成18年秋の叙勲･褒章受章者

 旭日小綬章（弁理士業務功労）

 田
た

　中
なか

　正
まさ

　治
はる

　　

学歴・職歴 昭和 32 年東京電機大学工学部情報通信工学科卒業，（現在）田中正治国際特許

事務所（所長）

弁理士会歴 昭和 36 年弁理士登録 (6445 号 )，昭和 55 年・平成 8年副会長，昭和 61 年ペーパー

レス問題対策委員会委員長，昭和 63 ～平成 2 年業務機械化委員会委員長，平成

4～ 5年常議員会議長，平成 9年会長 ,平成 12 年日本知的財産仲裁センター（日

弁連・弁理士会共催）センター長

公職 昭和 62 ～平成元年標準仕様研究会委員，平成 9 ～ 10 年特許庁工業所有権審議

会委員（損害賠償等小委員会委員長）

賞 平成 3年黄綬褒章受賞（弁理士業務功労），平成 6・10 年弁理士会特別功労表彰

受章に浴して 　この度叙勲の栄に浴し身に余る光栄に存じ，これも偏に多くの方々のご支援

の賜物と深く感謝し，心から厚く御礼申し上げます。さらに，日本弁理士会会

長をはじめとする多くの方々からの心のこもった祝意を頂き，心から感謝申し

上げます。

　この度の叙勲は弁理士業務功労ということですが，振り返れば，弁理士会会

則（常議員会関係）改正，弁理士会館建設，ペーパーレス問題対策，弁理士法

改正（弁理士法改正に関する基本方針 22 項目の策定），特許法改正（損害賠償

額の引上げ，刑事罰の強化等），日本知的財産仲裁センターの設立・運営など，

庁関係の方々も含め多くの方々とめぐりあい，貴重な体験をさせて頂きました

ことによるもので，この先も，知的創造サイクルの構築に向けた進展，さらに

は知的創造活動の成果物である知的財産がより尊重される社会に向けた進展を

念じ，現在携わっている地域振興，人材育成を含め，微力ながら社会貢献がで

きればと思っています。

　11月 2日に褒章受章者が，翌 3日に叙勲者が発表され，当会から以下の方々が叙勲・褒章受章の栄に

浴されました。心よりお慶び申し上げます。

叙勲者 の横顔
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 瑞宝双光章（通産行政事務功労）

 岡
おか

　田
だ

　和
かず

　喜
よし

　　

学歴・職歴 昭和 34 年東京農工大学農学部卒業，（現在）岡田国際特許事務所（所長）

弁理士会歴 昭和 60 年弁理士登録（第 9211 号）

賞 平成 10 年弁理士会特別功労表彰，平成 18 年日本弁理士会永年功労表彰

 瑞宝小綬章（通産行政事務功労）

 岩
いわ

　﨑
さき

　幸
さち

　邦
くに

　　

学歴・職歴 昭和 35 年京都大学農学部卒業，同年労働省入省，昭和 37 年特許庁に転任，昭

和 41 年審査官，昭和 48 年審判官，昭和 52 年審査第二部審査長，昭和 56 年審

査第一部分類管理室長，昭和 57 年審判長，昭和 59 年審査第三部上席審査長，

昭和 60 年審査第三部首席審査長，昭和 62 年最高裁判所調査官兼東京高等裁判

所調査官，平成 2 年審判部首席審判長，平成 3 年退官，（現在）三好内外国特許

事務所。

弁理士会歴 平成 3年弁理士登録（第 10071 号）

公職 平成13～ 15年特許庁工業所有権審議会臨時委員

賞 日本弁理士会感謝状

受章に浴して 　このたびの叙勲に際し，弁理士会長様はじめ多くの諸先生方から丁重なご祝

意を頂き，誠に有難く厚く御礼申し上げます。

　私は幸にもこれまで特許庁，裁判所そして弁理士とその立場立場での貴重な

経験をさせて頂きました。

　これからは，これらの経験を生かし，少しでも知的財産の世界において役立

ちたいと願っております。
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 瑞宝小綬章（通産行政事務功労）

 池
いけ

　田
だ

　和
かず

　美
み

　

学歴・職歴 昭和 34 年東京芸術大学美術学部卒業，同 34 年特許庁入庁　審査官補，昭和 38

年審査官，昭和 50 年審判官，昭和 52 年意匠審査長，昭和 57 年意匠課長，昭和

61 年特許庁審判長，昭和 63 年退官，社団法人日本デザイン保護協会常務理事，

同顧問研究員，池田意匠特許事務所（所長）

弁理士会歴 平成 13 年弁理士登録（第 11912 号）

受章に浴して 　叙勲に当たって思い起こせば，昭和 34 年春に特許庁に入庁した頃は，デザイ

ナーと言えば「服飾デザイナー」のことであった時代，大手家電企業にもやっ

とデザイン部門が出来始めた頃，意匠課によって，Gマーク・グッドデザイン

制度が創設された頃であり，戦後始めて意匠法も改正され，日本の産業・デザ

イン，特にインダストリアルデザインが大きく発展する中で，48 年間もの長い

間を意匠制度と一筋に歩んで参りました。

　近年のデザイン界における，世界的にもトップクラスの発展を見ると本当に

感無量であり，この間，意匠制度に巡り会い，デザイン・意匠と共に仕事をす

ることが出来たことに，感謝の気持ちで一杯であります。

　今後も，大好きな意匠制度に，ささやかながら貢献して参りたいと思ってお

ります。


